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○ 第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は、当院において医師法（昭和 23年法律第 201号）第 16条の 2第 1項に    

規定する医師臨床研修（以下「臨床研修」という）を実施するための取扱いを定める。 

２ この規程に定めのない事項については、平成 15 年 6 月 12 日付 医政発第 0612004

号各都道府県知事宛 厚生労働省医政局長通知によるものとする。 

 

（研修理念） 

第２条 徳島赤十字病院は、医師としての人格を涵養し、医学及び医療の果たすべき社会的  

役割を認識しつつ、将来専門とする分野にかかわらず幅広い臨床能力（知識・技術・

態度・総合判断力等）を身につけ、チーム医療の一員としてその役割を理解し、チー

ムメンバーと協力しながら全人的態度で医療を提供できる医師を全職員で守り育て

ます。 

 

（基本方針） 

第３条 幅広いプライマリ・ケアに対処し得る第一線の臨床医、あるいは高度の専門医を目

指すのに必要な診療に関する基本的な知識、技術および態度の修得を目的とする。特

に、当院の特徴である救命救急医療および地域医療支援の特殊機能を活かし、すべて

の急性期疾患と救急疾患の初期治療を行える技能を修得する。 

 

（臨床研修病院の役割） 

第４条 当院は、臨床研修病院のうち他の病院又は診療所と共同して臨床研修を行う病院で  

あって、当該臨床研修の管理を行う「基幹型臨床研修病院」として臨床研修を実施す

る。 

 

（教育研修推進室・教育研修課） 

第５条 この規程に定める臨床研修を実施するため教育研修推進室を設置し、事務局として  

事務部に教育研修課を置く。 

 

○ 第２章 採用・処遇 

（定員） 

第６条 研修医の定員は、研修管理委員会に諮って院長が定める。 

２ 前項の定員は、研修効果の評価等を勘案して随時見直すことができる。 

 



（採用） 

第７条 厚生労働省のマッチングシステムに参加して、採用手続を実施する。 

２ 当院ホームページに研修医募集要項を掲示するなどして、研修医を公募する。 

３ 応募した者を対象とした選考試験を実施する。 

４ 採用内定者とは雇用契約を締結する。但し、医師国家試験に合格しなかった者は採

用内定を取り消す。 

 

  （処遇） 

第８条 研修医の身分は常勤嘱託医とする。 

２ 給与、勤務日、勤務時間、休日、社会保険等については雇用契約書に記載する。 

 

（健康管理） 

第９条 研修医は、当院職員に義務付けられた健康診断を受けなければならない。 

 

○ 第３章 研修体制 

（研修施設） 

第１０条 研修医が臨床研修を受ける施設は、当院の他に、研修協力施設（当院と協力して     

臨床研修を行う施設で研修プログラムに記載した施設）とする。 

    

（研修医の所属） 

第１１条 研修医は特定の診療科に属さず、教育研修推進室に所属し､研修プログラムに則

り研修を行う。 

 

  （研修専念義務） 

第１２条 研修医は、この規程及び当院の諸規程を遵守して臨床研修に専念する義務を負う

ものであり、他の医療施設等でのアルバイトは一切行ってはならない。 

 

  （研修プログラム） 

第１３条 研修期間は 2年間とする。 

２ 必修科目、選択必修科目、選択科目をスーパーローテイト方式で研修する。 

３ 具体的な研修カリキュラム、研修期間、研修目標等の研修プログラムは研修管理

委員会で決定する。 

 

（プログラム責任者） 

第１４条 研修プログラムごとにプログラム責任者 1名を院長が任命する。 

２ プログラム責任者の資格は次のとおりとする。 

（１）7年以上の臨床経験を有する当院の常勤医師。 

（２）指導医及び研修医に対してプライマリ・ケアを中心とした指導を行うことの

できる経験と能力を有している者。 



（３）プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講していること。 

３ プログラム責任者は、次に掲げる事項等研修プログラムの企画立案及び実施の管

理並びに研修医に対する助言、指導その他の援助を行う。 

（１）研修プログラムの原案を作成する。 

（２）定期的、さらに必要に応じて随時研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を

把握・評価し、研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の修了まで

に、修了基準に不足している部分についての研修が行えるよう指導医に情報

提供する等、すべての研修医が臨床研修の目標を達成できるよう、全研修期

間を通じて研修医の指導を行うとともに、研修プログラムの調整を行う。 

（３）研修医の臨床研修の休止に当り、研修休止の理由の正当性を判定すること。 

（４）研修プログラムにあらかじめ定められた研修期間の修了の際に、研修管理委

員会に対して、研修医ごとに臨床研修の目標の達成状況を報告する。 

４ 一つの研修プログラムに基づいて 20 人以上の研修医が臨床研修を受ける場合に

は、プログラム責任者に準じた資格を有する指導医の中から副プログラム責任者を

任命する。 

 

（研修実施責任者） 

第１５条 研修協力施設における臨床研修の実施を管理するため、研修協力施設ごとに研修

実施責任者を置く。 

２ 研修実施責任者は、研修協力施設の施設長又はこれに準じる常勤医師で、当該研

修協力施設の施設長が任命する。 

 

（指導医） 

第１６条 次の資格を有するものが指導医となる。 

（１）7年以上の臨床経験を有する当院並びに研修協力施設の常勤医師。 

（２）プライマリ・ケアを中心とした指導を行うことのできる経験と能力を有して

いる者。 

（３）プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講していること。なお、

必修科目における診療科の指導医は受講を義務付ける。 

２ 指導医の役割は次のとおりとする。 

（１）直近の研修分野での研修内容を事前に確認の上、担当する研修分野における

プログラムに従って研修医に対する適切な指導を行う。 

（２）診療録及びサマリーの記載に関する指導を行い、記載内容の承認等の所定の

手続を行う。 

（３）指導医が不在となる時は、不在となる期間や代理となる指導医を、研修医お

よび病棟看護師など関連する職員に対して周知しておく。 

（４）担当する研修分野における研修修了後に、次のことに留意して研修医の評価

を行い、問題点については適宜プログラム責任者に報告する。 

① 研修医の評価にあたっては、当該研修医の指導に携わった他の医師や看護

師等と十分情報を共有し、各職員による評価を把握した上で、責任を持っ



て評価を行う。 

② 研修医と十分に意思疎通を図り、実際の状況と評価に乖離が生じないよう

に努める。 

（５）定期的に実施される指導医評価を受け、その評価結果を謙虚に受入れて指導

に活かす。 

（６）プライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講する等、指導医として

のスキルアップに積極的に取り組む。 

（７）医師臨床研修に関する院内会議等には積極的に出席する。 

（８）研修医の精神心理面に配慮して相談に応じ、問題があるときは適宜プログラ

ム責任者に報告する。 

（９）研修医の指導において、医療安全管理体制に従い医療安全に努めること。 

 

（研修協力医） 

第１７条 臨床経験 3年以上 7年未満の医師を研修協力医とする。 

２ 研修協力医は、指導医に協力して研修医の指導にあたる。 

 

（責任指導医） 

第１８条 診療科の長を責任指導医とする。 

２ 責任指導医は、担当する研修分野の指導医等を指導し、円滑な研修の実施に努め

る。 

     ３ 研修医が患者を担当する場合の診療上の責任は、責任指導医にある。 

 

（指導責任者・指導者） 

第１９条 医師以外の者で臨床研修に関与する各部門（看護部門、薬剤部門、検査部門、放

射線科部門、医療技術部門等）の長を指導責任者とする。 

   ２ 医師以外の者で臨床研修に直接関与する者は、指導者とする。 

     ３ 指導責任者は、担当する研修分野の指導者等を指導し、円滑な研修の実施に努め

るとともに、指導者の評価を行いより効果的な研修へつなげる。 

 

（研修管理委員会） 

第２０条 臨床研修の実施を統括管理する機関として、研修管理委員会を置く。 

２ この委員会は、院長又は副院長、事務部長、プログラム責任者、指導医、指導者、

研修協力施設の研修実施責任者、院外の有識者等で構成し、研修プログラムの作

成・調整、研修医の管理及び採用・中断・修了の際の評価等を行う。 

３ この委員会の詳細については、別に委員会規程を定める。 

 

（研修医の業務・安全管理） 

第２１条 研修医は、指導医の下で指導医又は研修協力医の指示した診療を行う。 

２ 研修医は、当院及び研修協力施設の医療安全管理体制に従い医療安全に努めると

ともに、事故発生時には速やかに所定の手続をとらなければならない。 



３ 各研修分野での具体的な研修医の業務については、別に研修実務規程を定める。 

 

 

○ 第４章 研修評価 

（研修医の評価） 

第２２条 研修医の臨床研修目標に対する達成度を測定するため、次により評価を行う。 

（１）研修分野を修了するごとに、PG-EPOCの行動目標と経験目標に明示された評

価項目について、研修医による自己評価と指導医による評価を行う。 

（２）看護師長・医療スタッフ等による評価を行う。 

２ 評価結果は、研修医及び指導者間で共有し、より効果的な研修へつなげる。 

３ プログラム責任者は、研修期間修了時にこれらの評価をまとめた総括評価を行い、

研修管理委員会に提出する。 

 

（指導医の評価） 

第２３条 指導医の指導力向上及び指導体制向上を目的として、研修医及び看護師長・医療

スタッフ等による指導医の評価を行う。 

       評価結果は、研修管理委員会に報告し、対応について委員会で検討する。 

 

    （臨床研修における役割・機能について地域からの意見を受ける仕組み） 

第２４条 地域医療の発展と住民の健康向上に資する医師の育成を目的とし、地域からの意 

見を受ける仕組みを以下のように設ける。 

（１）病院祭、救急勉強会、徳島臨床カンファレンス、徳島赤十字病院地域医療 

支援懇談会、日本赤十字社徳島県支部評議員会等で地域の医療機関、自治 

体、住民から意見を聴取する。 

      （２）地域住民からの意見募集を年１回、アンケート等を通じて実施する。 

      （３）受けた意見については、研修プログラム責任者を中心に検討を行い、必要に 

応じてプログラム内容に反映する。 

（４）意見の反映状況については、院内の情報発信媒体にて地域関係者に報告する。 

 

○ 第５章 研修の中断・再開・修了 

（中断・再開） 

第２５条 研修管理委員会は、研修医が臨床医としての適正を欠き指導・教育によっても改

善が不可能と認める場合、病気その他の事由により長期間研修を休止する等、研修

医が研修を継続することが困難であると認める場合には、院長に対して当該研修医

の臨床研修を中断することを勧告することができる。 

２ 院長は、前項の勧告又は当該研修医の申し出を受けて、当該研修医の臨床研修を

中断することができる。 

 



３ 院長は、研修医の臨床研修を中断した場合は、当該研修医の求めに応じて、速や

かに、当該研修医に対して、所定の臨床研修中断証を交付し、同時に中国四国厚生

局にその旨報告する。 

４ 臨床研修を中断した者が臨床研修の再開を申し出た場合は、これを受入れること

がある。 

 

（修了・未修了） 

第２６条 研修管理委員会は研修医の総合評価を行い、所定の臨床研修を修了したかどうか

を判定し、院長に報告する。 

２ 院長は、研修管理委員会の報告に基づき、研修医が臨床研修を修了したと認める

時は、速やかに、当該研修医に対し、所定の事項を記載した臨床研修修了証を交付

する。 

３ 院長は、研修管理委員会の報告に基づき、研修医が臨床研修を修了していないと

認める時は、速やかに、当該研修医に対し、理由を付してその旨を文書で通知する。 

 

（記録の保管・管理） 

第２７条 研修医に関する次の事項を記載した記録を研修修了または中断した日から 5 年

間保存する。 

（１）氏名、医籍登録番号、生年月日 

（２）研修プログラム名 

（３）研修開始・修了・中断年月日 

（４）臨床研修病院、協力型臨床研修病院、臨床研修協力施設の名称 

（５）臨床研修内容と研修医の評価 

（６）研修レポート 

（７）中断した場合は中断理由 

２ 研修記録は年度毎、氏名毎に教育研修課で統括・保守管理を行う。 

３ PG-EPOC による評価記録は、PG-EPOC サーバーに保管され、それ以外の研修記録

は教育研修課にて施錠管理する。 

４ その他臨床研修に関する文書は、徳島赤十字病院文書取扱要領に基づき管理する。 

 

（記録の閲覧方法） 

第２８条 原則として部外者による閲覧はできない。 

２ 管理者、指導医、指導者、および研修医は必要に応じて記録を閲覧できる。 

３ 記録の閲覧は閲覧者名、閲覧目的、閲覧事項等を「初期臨床研修記録閲覧申請書」

に記し、教育研修課に提出し、研修管理委員会委員長の許可を受ける。 

４ 記録閲覧の際には、記載情報が臨床研修医の個人情報であることに十分留意し、

その取扱いに慎重を期する。 

５ 閲覧記録は教育研修課で 5年間保管する。 

 

 



（研修修了者の把握） 

第２９条 臨床研修体制の充実を推進するとともに、生涯にわたって臨床研修修了者の教育

に責任を持つべく、定期的に修了後の就業状況等について把握する。 

 

附則 

1.この規程は、平成 20年 4月 1日から施行する。 

2.この規程は、平成 21年 8月 1日から施行する。 

3.この規程は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

4.この規程は、平成 29年 1月 1日から施行する。 

5.この規程は、平成 29年 4月 1日から施行する。 

6.この規程は、令和 3年 4月 1日から施行する。 

 7.この規程は、令和 4年 4月 1日から施行する。 

 8.この規程は、令和 5年 4月 1日から施行する。 

 9.この規程は、令和 7年 9月 1日から施行する。 

 


